
１　教科書採択の概要

(1) 採択の方針

(2) 審議会 ・教科用図書審議会を設置し、教育委員会に審議結果を答申

・審議会の組織

　　学校関係者４（校長）、教育委員会関係者１（教育指導課長）

　　区民委員４（ＰＴＡ会長２、公募委員２）

(3) 調査研究委員会 ・教科用図書調査研究委員会を設置し、審議会に調査研究結果を報告

（１１教科部会で調査研究）

(4) 学校研究会 ・各学校に教科書用図書研究会を設置し、調査研究委員会に報告

(5) 区民意見

２　教科書採択の流れ

8月8日

諮問 答申

6月15日

～ 7月11日

調査 報告

5月12日

～ 6月9日

特別展示

法定展示

5月8日

～ 6月2日

〔 資 料 第 ３ 号 〕

教育推進部教育指導課

　文京区教育委員会の教育目標実現に向け、教科書採択に関連する法令、通知等に基づ
き、学習指導要領の各教科・領域の「目標」「内容」を踏まえ、総合的に判断し、公正か
つ適正に採択を行う。

・教科書センター（教育センター内）及び同分室（小石川図書館）に見本本を展示し、区
民意見を聴取

採択

文 京 区 教 育 委 員 会

区

民

の

感

想

・

意

見

6月5日～6月15日

教 科 用 図 書 審 議 会

教科用図書調査研究委員会

令和６年度使用小学校教科用図書採択について

各学校（教科用図書研究会）

意見聴取

（教科等部会[11部会]）

6月16日～7月1日

（教科書センター展示）
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文京区立学校教科用図書採択実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、文京区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、文京区立学校

（以下「学校」という。）の教科用図書の採択に当たって、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条第６号及び義務教育諸学校の教科用

図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）等関連する法令、通知等に基

づき、公正かつ適正な採択を行うため、文京区立の小学校及び中学校の教科用図書の採択

について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （採択の時期） 

第２条 教科用図書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

（昭和３９年政令第１４号）第１３条の規程により、当該教科用図書を使用する前年度の

８月３１日までに行う。 

 

 （採択のための組織及び役割） 

第３条 教育委員会は、学校において使用する教科用図書を、種目（教科用図書の教科ごと

に分類された単位をいう。）ごとに１種採択する。 

２ 前項の採択を行うために、教育委員会の下に学校種別に教科用図書審議会（以下「審議

会」という。）を設置する。 

３ 教育委員会は、教科別に教科用図書を調査研究させるため、審議会の下に教科用図書調

査研究委員会（以下「調査研究委員会」という。）を設置する。 

４ 調査研究委員会は、前項の調査研究に当たって、各学校から意見を聴取する。 

 

（審議の公正確保） 

第４条 採択に関する教育委員会、審議会及び調査研究委員会は、採択を公正かつ適正に行

うために非公開とする。ただし、教育委員会については、公正かつ適正な審議に支障がな

いと認められる場合は会議を公開することができる。 

２ 審議会及び調査研究委員会の委員名簿及び採択に関する議事録は、採択終了後公開する。 

３ 採択に係わった委員は、調査研究上知り得た事項を他にもらしてはならない。 

 

 （教科用図書審議会の組織及び任期） 

第５条 審議会の組織は、次のとおりとする。  

（１）学校関係者 ４人（校長） 

（２）教育委員会関係者 １人（教育指導課長） 

（３）区民代表 ４人（ＰＴＡ会長等） 

 区民代表のうち、２人は学校ＰＴＡ会長より、他の２人は公募により委嘱する。 

２ 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の８月３１日までとする。 

 （教科用図書調査研究委員会の組織及び任期） 

第６条 調査研究委員会の組織は次のとおりとする。 

（１）校長又は副校長 １１人以上１５人以下（各教科等１人程度） 
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（２）主幹教諭、指導教諭、主任教諭及び教諭 ２２人以上４５人以下 

２ 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の８月３１日までとする。 

 

（特別支援学級で使用する教科用図書の採択） 

第７条 区立学校に設置されている特別支援学級で使用する教科用図書については、区立学

校の通常の学級で使用する教科用図書を使用する。 

２ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条の規定による教科用図書を使用する

必要がある場合は、その採択に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（簡易採択） 

第８条 学習指導要領の改訂に伴う移行措置に使用する教科用図書の採択については、内容

に大きな変更がない場合は、第３条にある採択のための組織及び手続きを簡略化する

ことができる。 

 

 （所管） 

第９条 教科用図書の採択に関する庶務は、文京区教育局教育推進部教育指導課の所管とす

る。 

 

 （委任） 

第１０条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成１３年１月９日決定） 

   付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成１６年５月１１日決定） 

   付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成１７年２月７日決定） 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成２０年７月８日決定） 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成２２年５月１３日決定） 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（平成２７年５月１日決定） 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。（令和５年５月１日決定） 
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文京区立学校教科用図書採択実施細目 

 

 （目的） 

第１条  この細目は、文京区立学校教科用図書採択実施要綱  (以下「要綱」とい

う。）に基づき、文京区立小学校及び中学校の教科用図書の採択に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

 （採択の方針） 

第２条 教科用図書の採択に当たっては、文京区の教育目標実現に向け、学習指導要

領等関連する法令、通知等に基づき、次の事項に留意して総合的に判断し、公正か

つ適正に採択を行う。 

(1) 内 容 

ア 学習指導要領の各教科・分野の「目標」「内容」を踏まえ、文京区の教育

目標を実現できる内容であるか。 

イ 区の児童及び生徒の発達段階に応じた内容であるか。 

ウ 教材及び資料が正確で、分かりやすいものであるか。 

(2) 構成上の工夫 

ア 学習指導要領の各教科・分野の特性に応じ、単元（教材）構成、配列及び

系統性が適切であるか。 

イ 一貫性をもった記述で、区の児童・生徒に読みやすく、見やすい表現であ

るか。 

（文字、語句、語法、文体、記号、式、図表、挿絵、写真、色の使い方等） 

ウ 全体の構成、分量が適切で、児童・生徒が使いやすく、学習活動がしやす

いように便宜が図られているか。 

 

 （審議会） 

第３条  要綱第３条第２項に規定する教科用図書審議会（以下「審議会｣ という。）

の役割、構成等は、次のとおりとする。 

(1) 審議会は、文京区教育委員会（以下「教育委員会」という。）からの諮問を

受け、調査研究委員会からの報告をもとに、教科用図書を比較検討の上、審議

し、文京区立小学校及び中学校が使用する教科用図書として望ましいものを種

目ごとに複数答申する。 

 

(2) 審議会の構成は、次のとおりとする。 

  ア  審議会は、委員長１人及び副委員長１人を置く。 

イ 委員長は校長である委員の互選とし、副委員長は教育指導課長とする。 

ウ 委員長は、審議会を統括する。 
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エ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代行する。 

(3) 委員は、次に掲げる資格要件を満たすことを要する。 

ア 採択に関する事項について、幅広い視野から調査し、及び審議する識見を有

すること。 

イ 教科用図書の採択に利害関係がないこと。 

(4) 公募委員の選考は、次のとおりとする。 

ア 応募資格は、区内に在住する者とする。 

イ 選考は、論文及び書類審査 (一次) の上、面接 (二次) を行う。 

(5) 答申期日は、当該年度の７月２０日までとする。   

 

  （調査研究委員会） 

第４条  要綱第３条第３項に規定する教科用図書調査研究委員会（以下「調査研究委

員会｣ という。）は、教科ごとに設置し、その役割、構成等は、次のとおりとす

る。 

(1) 各調査研究委員会は、審議会の下命を受け、調査研究を行うとともに、各校

長からの意見聴取を参考にして、種目ごとに教科用図書の内容や特徴を明確に

してまとめ、審議会に報告する。 

(2) 各調査研究委員会の構成は次のとおりとする。 

  ア 各調査研究委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

  イ 委員長は、校長又は副校長を充てるものとする。 

(3) 委員は、次に掲げる資格要件を満たすことを要する。 

ア 教育研究に実績があること。 

イ  教科用図書の採択に利害関係がないこと。   

(4) 報告期日は、当該年度の６月２０日までとする。 

 

 （研究会） 

第５条 学校からの意見を聴取するために、各学校に教科用図書研究会（以下「研究

会」という。）を設置し、その役割、構成等は次のとおりとする。 

(1) 研究会は、校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭及び教諭をもって

構成する。 

(2) 校長は、研究会で教科及び種目ごとに比較研究を行った結果を調査研究委員

会の意見聴取に応じて報告する。 

 

 

 （特別支援学級で使用する教科用図書の採択） 

第６条  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条の規定による教科用図書

（以下「一般図書（特別支援学校・学級用）」という。）を採択するに当たって
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は、特別支援学級設置校長からの申請により、教育委員会が決定する。 

なお、その際、東京都教育委員会から提供される特別支援教育教科書調査研究資

料を参考とする。   

２  一般図書（特別支援学校・学級用）を採択するに当たっての選定基準は、次の

とおりとする。 

(1) 児童及び生徒の障害の種類及び程度並びに能力及び特性に適した内容（文

字、表現、挿絵及び取り扱う題材等）のものであること。 

(2) 可能な限り系統的に編集されており、教科の目標に沿う内容をもつ図書が適

切である。特定の題材又は一部の分野しか取り扱っていない図書、参考書的図

鑑類、問題集等は採択しないこと。 

(3) 上学年で使用することとなる教科用図書との関連性を考慮するとともに、採

択する図書の間の系統性にも配慮すること。 

(4) 教科用として使用する上で適切な体裁の図書を採択することとし、カセット

テープ、ジグソーパズル型、切り絵工作型等図書としての体裁をなしていない

ものは、採択しないこと。 

(5) 毎年文部科学省より示される基準価格を大幅に超えないこと。   

(6) 分冊本は、採択しないこと。 

 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この細目は、平成１６年５月１３日から施行する。 

  

   付 則 

この細目は、決定の日から施行する。（平成２１年５月８日決定） 

付 則 

この細目は、決定の日から施行する。（平成２２年５月１１日決定） 

付 則 

この細目は、決定の日から施行する。（平成２６年４月２２日決定） 

付 則 

この細目は、決定の日から施行する。（平成２７年５月１日決定） 


